
◆宮古市の選挙人名簿に登録されている方が他市町村選挙管理委員会で不在者投票を行う方法 

 

①請求書兼宣誓書を郵送で提出 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 請求書兼宣誓書に必要事項を記入し、宮古市選挙管理委員会へ送付してください。 

② 請求書に記載した住所に宮古市選挙管理委員会から「不在者投票証明書」（封筒入）「投票用紙」「不在者投

票用封筒（内封筒、外封筒）」（おおむね次のとおりですが実物と異なる場合があります）を送付します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 到着したら、投票用紙などの書類一式を滞在地の市区町村選挙管理委員会へ持参して不在者投票をしてくだ

さい。不在者投票証明書を開封したり、不在者投票所以外の場所で投票用紙に記載すると、投票が無効となり

ます（この投票用紙等を使用して滞在先の選挙管理委員会で投票できなくなります）のでご注意ください。（不

在者投票をする場所、時間などについては、滞在地の市区町村選挙管理委員会へお問い合わせください。） 

④ 記載した投票用紙等は、投票した市区町村選挙管理委員会から宮古市選挙管理委員会へ送付されます。 

⑤ 宮古市選挙管理委員会から指定投票区投票所（不在者投票を取り扱う投票所）に不在者投票を送付します。 
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②「不在者投票証明書」「投
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※上記投票用紙は実物と異なります。 

（内封筒） 

（内 封 筒） 

注 

意 
 

こ
の
封
筒
に
は
、
何
も
記
載
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。 

  
 
 
 
 

こ
の
封
筒
に
記
載
ず
み
の
投
票
用
紙
を
入
れ
、
封
を
し
た 

  
 
 
 
 

う
え
、
外
封
筒
に
入
れ
て
さ
ら
に
封
を
し
て
く
だ
さ
い
。 

代
理
投
票
の
仮
投 

票
に
お
け
る
代
理 

記
載
人
氏
名 

男・女 

市 町 村 名 

 
投 票 区 名 

選挙人名簿 
登 録 番 号 

選挙人氏名 

 

（外封筒） 

投
票
者
氏
名 

 

注
意 

投
票
者
氏
名
欄
の
氏
名
は
必
ず
自
分
で 

 
 

 

書
い
て
く
だ
さ
い
。 

 
○○○○○選挙 
（○○○○） 

不 在 者 投 票 

（外 封 筒） 

印影 


